
２神栖地区小中学校幼稚園消毒業務委託仕様書

１ 基本的な作業方法

作業員は業務にあたり，小中学校幼稚園の教職員の業務に支障が生じないよう十分注意

して行うこと。

（1）２ 作業場所に記載されたドアノブ，手すり，スイッチ，蛇口を消毒液を浸した布巾

やペーパータオルで拭く。

２ 作業場所

各小中学校幼稚園のドアノブ，手すり，スイッチ，蛇口など大勢がよく手を触れる箇所

別紙１ 作業箇所数等一覧

３ 作業時間

神栖市立学校管理規則第３条に規定する学校の休業日を除き，午後３時３０分から午後

５時３０分までの間に行うものとする。

４ 作業諸材料等

（1）作業に使用する諸材料，用具等一切は，業務実施者の負担とする。

（2）電力，水道，ガス代は教育委員会の負担とする。

５ 作業員

作業員は，清潔な作業服を着用し，名札をつけるものとする。

６ 安全管理

業務実施者は，作業員にマスクやフェイスシールドを着用させるなど，感染症予防対策

を講じること。

７ 報告書等の提出

受託者は，報告書等について別紙のとおり提出しなければならない。

（1）作業員の氏名，年齢，住所ならびに経歴を記載した写真添付の名簿（履歴書の写し）

（2）作業報告書

（3）その他教育委員会が必要とする書類

８ 委託期間

（1）令和３年１月８日から令和３年３月３１日

別紙２ 作業実施予定日一覧表



９ 支払い

１ヶ月ごとの月払いとする。

１０ その他

（1）この仕様書は，作業の大要をしめるものであるが，神栖市教育委員会担当者が衛生環

境を良好に保つ観点から必要と求めた軽易な作業については，本書に定められていない

ことについても，契約の範囲内において実施するものとする。

（2）障がい者や高齢者その他の就職困難者の雇用に配慮すること。

（3）作業員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

（4）本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は，協議の上決定することとする。


